
■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

農業資源 ａ すき込み及び堆肥化への活 収穫残さは農地への還元処理を基本とし 「粉、
用推進 砕、細片化等により農地への還元 「堆肥化 １」、

等の適正処理」を推進します。

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によキュウリ等の栽培後に残る茎葉の残さは、ポリビニール製の誘
り必要性が増大し引ひもの分離が困難である。また、残さ処理時の病害虫や肥料成
ている分の残存等の影響が明らかでないことから、ほ場へのすき込みが

Ｂ：従前どおりの必要キュウリ残さの適 難しく、農家にとって残さ処理が大きな負担となっている。
性が求められてい正処理技術の開発
る

Ｃ：状況の変化等によ
り必要性は後退し
ている平成 ～ 年度23 25

Ｄ：目的を達成し、必
要性は薄れている

【 】（担当課） 【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度
農政課

Ａ：予定を上回る効果農業技術センター 栽培終了後に発生するキュウリ残さの適正処理法として、残さ
処理をともなう土壌還元消毒法を作業体系を含めて確立する。

Ｂ：ほぼ予定通りの効
果（注）土壌還元消毒法

Ｃ：予定を下回る効果土壌に有機物（一般にはふすままたは米ぬか）を混和し、十分
、 。な水分を与え ビニル被覆し地温 ℃以上を確保する土壌消毒法30

Ｄ：現時点で判断でき微生物のはたらきによって、土壌は急激に酸素消費され還元状態
ないになり、多くの土壌病害虫が死滅する。

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に530 促成栽培終了後の、残さの圃場へのすき込み方法（ロータリー
向かっている耕耘）を検討した。誘引資材として、麻縄資材は茎葉とともに圃

国庫補助 （改善傾向）場へのすき込みが可能であることを明らかにした。
↘：全体として厳しい残さと病害虫 褐斑病 ネコブセンチュウ を同時にすき込み（ 、 ） 、
状況（悪化傾向）県単独 還元消毒を実施した。米ぬかを併用した還元消毒で、ネコブセンチュ

→：横ばいの傾向ウを防除できた。また、土壌中にすき込まれた褐斑病菌は、比較的
短期間で消滅することを、遺伝子診断手法で明らかにした。

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える生分解性紐およびネット資材を用いた誘引方法について検討し、
円 Ｂ：部分的見直しが500千 充分な強度を保ちながら分解性の高い栽培資材を選定する。

必要抑制栽培後の、残さを水田にすき込み、水稲生育および収量へ
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しがの影響について明らかにする。促成栽培と合わせ、年間を通して

必要のキュウリ残さの効率的循環利用体系を確立する。
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析

指標の推移

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
年 農業新技術、普及指導員2014

開発技術 技術 計 技術 資料として普及に移す1 2 3
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■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■
平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

畜産資源 ａ 「群馬県家畜排せつ物利用 家畜排せつ物の利用を促進し、資源として有 ２
促進計画」に基づく取組 効活用を図ります

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律「以
り必要性が増大し下（家畜排せつ物法 」に基づく管理基準は、ほぼすべての法適用）
ている対象農家において遵守されるようになったが、これまでの畜産経

Ｂ：従前どおりの必要地域と調和した畜 営の規模拡大化、地域的偏在により、生産された堆肥を経営内・
性が求められてい産環境確立事業 地域内においていかに有効に活用していくかが課題となっている。
るまた、市街化・混住化の進展、家畜飼養規模の拡大等に伴い畜

Ｃ：状況の変化等によ産経営に起因する環境問題が発生し、健全な発展にとって早急に
り必要性は後退し解決しなければならない課題となっている。特に悪臭関連の苦情
ている件数は平成 年度 件発生し、苦情全体の 割を占めている24 66 7

Ｄ：目的を達成し、必
要性は薄れている平成 ～ 年12 28

【 】（担当課） 【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度
畜産課

Ａ：予定を上回る効果・資源循環型農業の推進を図るため、堆肥の流通利用に必要施設
や機械の整備等について補助する。

Ｂ：ほぼ予定通りの効・水特法の指定を受けた長野原町の農家が、リース事業で整備し
果た施設や機械について毎年度支払う基本貸付料に対し補助する。

Ｃ：予定を下回る効果・家畜排せつ物法猶予期間中にリース事業で施設や機械を整備し
Ｄ：現時点で判断できた農家の附加貸付料に対し補助する。
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に9,086 実績
向かっている・耕畜連携堆肥流通支援事業→県単補助事業 補助（県下 戸)1/3 5

国庫補助 （改善傾向）・畜産環境リース緊急整備事業→基本貸付料の補助 長野原 戸（ ）4
↘：全体として厳しい・畜産環境リース整備促進事業→附加貸付料の補助 県下 戸（ ）179
状況（悪化傾向）県単独 効果

→：横ばいの傾向家畜排せつ物処理施設や堆肥流通利用施設の整備を進めたこと
で、家畜排せつ物法に則した排せつ物管理が促進され、有効資源

、 。の利活用が促進されるとともに 地域の畜産環境保全が図られた

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える・畜産系バイオマスの有効利用を図るため、堆肥流通利用施設の
円 Ｂ：部分的見直しが7,509千 整備の進める。特に２４年度からは集落営農集団等耕種農家組織

必要をも対象に事業推進を図り、より効率的な耕畜連携を図る。
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが・バイオマス利活用推進事業により家畜排せつ物の有機化を推進

必要し環境保全型畜産経営の推進を図る
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

指標の推移 目標
指 標 名 傾向・要因分析

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
畜産資源系バイオ ７８％ ７８％ ７９％ 利用率をほぼ横ばいに
マスの有効利用率 年 保ち、家畜排せつ物の削2021

減を図ることで、環境へ
の負荷を低減させる。
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■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

畜産資源 ｂ 「群馬県地域結集型研究開 畜産現場に導入しやすい環境の整備
発プログラム」に関する取組 畜産農家への情報提供・普及活動 ３

ビジネスモデルの構築

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ全国有数の畜産県である群馬県では、家畜排せつ物を堆肥化し
り必要性が増大して処分することを主としているが、堆肥化に時間を要すること、
ている余剰堆肥の発生、堆肥化の際に発生する臭気対策などが課題であ

Ｂ：従前どおりの必要地域結集型研究開 るから、堆肥利用以外の利用方法を確立し、畜産経営の安定化を
性が求められてい発プログラム 図る必要がある。
る

Ｃ：状況の変化等によ
り必要性は後退し〔実施予定年度〕
ている

Ｄ：目的を達成し、必平成１７年度
要性は薄れている～

平成２７年度
【 】【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度

Ａ：予定を上回る効果（担当課） 大学、高専、企業、試験研究機関の力を結集した「環境に調和
した地域産業創出プロジェクト」により、次の研究開発を行う。

Ｂ：ほぼ予定通りの効新エネルギー推進 ・家畜排せつ物のエネルギー利用（低温ガス化）技術の開発。
果課

Ｃ：予定を下回る効果なお 「地域結集型研究開発プログラム」は平成２２年度に終了、
し、その一部であった 「家畜排せつ物のエネルギー利用（低温ガ、

Ｄ：現時点で判断できス化）技術の開発」は、総合特区の取組として引き続き行う。
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に3,000 「畜産バイオマス高効率エネルギー利用、炭化・灰化利用による
向かっている環境調和型畜産振興特区」の取組で、国に対し、低温ガス化装置

国庫補助 （改善傾向）の実証試験を行うための規制の特例、財政支援の要望、協議を行
↘：全体として厳しいった。
状況（悪化傾向）県単独 ・電気事業法施行規則による規制の緩和が実現した。

→：横ばいの傾向・財政的支援の要望を行った。

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える・実用化、事業化を目指した研究開発の推進。
円 Ｂ：部分的見直しが2,650 千 ・成果の普及、技術移転の促進。

必要・畜産現場に導入しやすいシステムの構築。
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析

指標の推移

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
低温ガス化装置 年100kg 100kg 2015
日当たり処理量 ｔ1 20
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■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

４
木質資源Ⅰ ａ 効率的な収集・運搬システ 低コストで崩れにくい作業道等の路網整備を

ムの構築 推進し、搬出コストの低減を図ります

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ人工林の多くは、木材として本格的な利用可能となる林分が年
り必要性が増大し々増加しつつある。しかしながら、木材価格の低迷や搬出コスト
ているが嵩むことから、間伐実面積の８１％で伐採された木が搬出され

Ｂ：従前どおりの必要林業作業道総合整 ずに林内に放置される「林地残材」となっている。
性が求められてい備事業 この林地残材を無駄なく活かすためには、伐採・造材・搬出・
る運搬といった素材生産を、高密度な路網整備と高性能林業機械を

Ｃ：状況の変化等によ組み合わせた効率的な作業システムの構築により低コスト化が必
り必要性は後退し要である。
ている

Ｄ：目的を達成し、必
要性は薄れている

昭和 年 ～47
【 】【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度

（担当課）
Ａ：予定を上回る効果林政課 一体的・集中的な路網整備や機械化等の生産基盤強化により搬

出コストを低減させて木材生産量の向上を図るため、森林管理道
Ｂ：ほぼ予定通りの効から各種作業道まできめ細かな路網整備に対する支援を行う。
果

Ｃ：予定を下回る効果

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に477,461 196km作業道開設延長：
向かっている

国庫補助 （改善傾向）
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える引き続き路網整備等の生産基盤強化により搬出コストの低減を
円 Ｂ：部分的見直しが620,000千 図り、切り捨て間伐から搬出間伐への転換を推進する

必要
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

指標の推移 目標
指 標 名 傾向・要因分析

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
年2012

作業道開設 年 目標を大きく上回るkm 222 196 100km/
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■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

５
木質資源Ⅰ ａ 効率的な収集・運搬システ 切り捨て間伐から搬出間伐への移行を推進し

ムの構築 ます

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ人工林の多くは、木材として本格的な利用可能となる林分が年
り必要性が増大し々増加しつつある。しかしながら、木材価格の低迷や搬出コスト
ているが嵩むことから、間伐実面積の８１％で伐採された木が搬出され

Ｂ：従前どおりの必要森林環境保全直接 ずに林内に放置される「林地残材」となっている。
性が求められてい支援事業（公共造 この林地残材を無駄なく活かすためには、伐採・造材・搬出・
る林） 運搬といった素材生産を、高密度な路網整備と高性能林業機械を

Ｃ：状況の変化等によ平成 年度～ 組み合わせた効率的な作業システムの構築により低コスト化が必23
り必要性は後退し要である。
ている森林整備加速化間

Ｄ：目的を達成し、必伐事業
要性は薄れている平成 年度～21

【 】【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度

Ａ：予定を上回る効果（担当課） 利用期を迎えつつある森林資源を活用し持続的な森林経営を実
林政課 現するため、計画的に間伐等の整備を実施する者に対し搬出材積

Ｂ：ほぼ予定通りの効に応じた伐採等に係る経費の支援を行う。
果

Ｃ：予定を下回る効果

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に307,433 62,732m3搬出間伐材積：
向かっている

国庫補助 （改善傾向）
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える引き続き集約化施業による利用間伐の推進と効率的な作業シス
円 Ｂ：部分的見直しが422,826千 テムの定着で切り捨て間伐から搬出間伐への移行を推進する。

必要
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

指標の推移 目標
指 標 名 傾向・要因分析

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
年2021

素材生産量千 順調な推移が見込めるm3 221 242 400 千 年m3/
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■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

木質資源Ⅰ ｃ需要の拡大 公共施設等へのペレットボイラー、ペレット
ストーブ等の導入を推進します。

ｄ実証試験の実施 木材加工の際に発生する樹皮（バーク）につ ６
いて、コスト分析試験や用途分析試験等の実
証試験を実施し、利用拡大策を検討します。

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ・製材品出荷量全体に占める人工乾燥材出荷割合は４４％と未だ
り必要性が増大し低い状況にあり、消費者ニーズに即した製品の供給が不足して
ているいる。人工乾燥施設の設置は、製材品の品質及び生産量の安定

Ｂ：従前どおりの必要林業県ぐんま確立 供給には必要不可欠である。
性が求められてい対策事業 ・原木の流通や製材時に発生する大量のバーク（樹皮）は、用途
るが限られているうえ使用量も少なく、大半が産業廃棄物として

Ｃ：状況の変化等によ有料で処分されている。そのため、原木市場や製材工場の経営
り必要性は後退しを圧迫しており、県産材の利用拡大に支障をきたしている。
ている平成２４年度

Ｄ：目的を達成し、必～平成２７年度
要性は薄れている

【 】【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度
（担当課）

Ａ：予定を上回る効果林業振興課 ・木材乾燥機の導入を支援することにより、製材品の品質向上及
び安定供給体制を構築するとともに、重油ボイラーから木屑ボ

Ｂ：ほぼ予定通りの効イラーへの転換を促進することにより、 削減、製材残材のCO2
果有効利用を図る。

Ｃ：予定を下回る効果・素材生産量 万 に対応したバークの活用方法の研究及び利40 m3
用拡大の実証実験を行う。

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に24,800 ・木屑ボイラー １台
向かっている・木質ペレット製造器 １台

国庫補助 （改善傾向）・バークの調査及び実証試験の実施
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える・引き続き、木屑ボイラー式木材乾燥機や木質ペレット製造器等
円 Ｂ：部分的見直しが21,500千 の導入を支援し、木質バイオマスの供給・利用の促進を図る。

必要・引き続き、バークの調査及び実証試験の実施する。
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析指標の推移

目標年次2012 2013 2014 2015 2016
台

木屑ボイラー １
台

木質ﾍﾟﾚｯﾄ製造器 １



別紙３

■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

木質資源Ⅰ ｃ需要の拡大 公共施設等へのペレットボイラー、ペレット
ストーブ等の導入を推進します。 ７

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ・県内の木質ペレット生産は、 ｔ(平成 年次）で、生産目1,050 24
り必要性が増大し標 に対して達成率 ％となっており、生産能力には余裕2,600t 40
ているがある。また、県内のペレット利用量は約 で、生産目標量741t

Ｂ：従前どおりの必要群馬県林業・木材 ｔに対して ％と少なく、製造能力に見合った需要先が2,600 46
性が求められてい産業再生緊急対策 確保が課題となっている。
る事業（森林整備加 一方 県内の燃料用チップは 現在ほとんど生産されていない、 、 。

Ｃ：状況の変化等によ速化・林業再生基
り必要性は後退し金）
ている

Ｄ：目的を達成し、必
要性は薄れている

平成２１年度
【 】～平成２５年度 【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度

Ａ：予定を上回る効果・チッパー等の木質バイオマス供給施設整備を促進することによ
り、木質バイオマス発電所等への安定的な燃料供給体制を構築

Ｂ：ほぼ予定通りの効（担当課） するとともに、従来の石油燃焼機器からペレットストーブ・ボ
果林業振興課 イラーなどの木質バイオマスエネルギー利用施設への転換を促

Ｃ：予定を下回る効果進することにより、木質バイオマスの需要拡大を図る。

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に263,319 ・木質ペレットボイラー ２台
向かっている・木質ペレットストーブ ４０台

国庫補助 （改善傾向）・チッパー １台
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える・引き続き、木質バイオマス供給施設や木質バイオマスエネルギ
円 Ｂ：部分的見直しが860,479千 ー利用施設等の導入を支援し、木質バイオマスの供給・利用の

必要促進を図る。
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析指標の推移

目標年次2012 2013 2014 2015 2016
台
２木質ペレットボイラー
台

４０木質ペレットストーブ
台

チッパー １



別紙３

■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

食品資源 ｂ生産・流通体制の強化 食品関連事業者と農業者、肥飼料化を行う再
生利用事業者等の連携を促進し､協力体制、ネ ８
ットワークの構築を図ります。

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ食品資源は、食品製造業から発生する加工残さ、食品流通業や､
り必要性が増大し外食産業から発生する売れ残り、食べ残し等の事業系生ゴミ、家
ている庭から排出される家庭系生ゴミに分類される。

Ｂ：従前どおりの必要食品リサイクル促 食品関連事業者が排出する加工残さや事業系生ゴミについては
性が求められてい進対策 食品リサイクル法において、平成２４年度までの再生利用等の実
る施目標が業種に応じて４０％から８０％に設定され、食品関連事

Ｃ：状況の変化等によ業者は、食品廃棄物の発生抑制、再生利用、減量に積極的に取り
り必要性は後退し組む事が求められている。
ている家庭系生ゴミについても、食べ残し等の削減による排出抑制と

Ｄ：目的を達成し、必〔実施予定年度〕 減量に努めるとともに、排出された廃棄物の再生利用や適正処理
要性は薄れているが強く求められている。

【 】【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度
（担当課）

Ａ：予定を上回る効果食品残さを再利用しようとする事業者に対して､施設設備に対す
蚕糸園芸課 る助成制度等の紹介を行うとともに助成制度の利用について指導

Ｂ：ほぼ予定通りの効を実施した。
果

Ｃ：予定を下回る効果

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に５４ 食品リサイクル法に基づく定期報告に関する説明会を開催し、食
向かっている品関連事業者（製造、流通、外食等）による食品循環資源の再生

国庫補助 （改善傾向）利用への取組を推進した。
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える引き続き食品関連事業者等に対して食品リサイクル法の普及啓発
円 Ｂ：部分的見直しが０ 千 を継続する。

必要
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析指標の推移（推計値）

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
t t動植物性残さ発生

186,000 185,000 181,000量（存賦量）



別紙３

■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

食品資源 ｄ 生ごみ（事業系、家庭系） ＮＰＯ・市民活動団体等が行う廃食用油のリ
９

のリサイクル推進 サイクル活動を支援します

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ(現状認識）
り必要性が増大し農業の担い手の減少や高齢化等により、遊休農地が増加し、そ
ているの対策が急務となっている。

Ｂ：従前どおりの必要菜の花エコプロジ 地球環境の悪化や温暖化が進む中で、農村においても資源循環
性が求められていェクト 型社会の形成に向け、地域モデルの推進が必要となっている。
る（課題）

Ｃ：状況の変化等によ当事業の目標である１０団体の地域モデル育成は達成したため
り必要性は後退し事業は終了となったが、活動を継続している団体同士の連携への
ている支援や資源循環型社会に対する住民意識の向上・啓発を図ること

Ｄ：目的を達成し、必〔実施年度〕 が課題である。
要性は薄れている

平成１７年度～
【 】平成２４年度 【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度

Ａ：予定を上回る効果菜の花を栽培し、その菜種から搾油した菜種油を学校給食や家
（担当課） 庭での料理に利用するとともに、各家庭等から出る廃食油を回収

Ｂ：ほぼ予定通りの効して、せっけんやバイオディーゼル燃料に再利用する「菜の花エ
果技術支援課 コプロジェクト」を推進する。

Ｃ：予定を下回る効果当事業により、遊休農地の有効利用が図られるとともに、一連
の資源循環サイクルの構築により、環境の再生、エネルギーの自

Ｄ：現時点で判断でき立、環境問題に対する住民意識の向上等が期待できる。
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に４００ 平成２４年度では県内で１団体がモデル事業に取り組んだ。取
向かっている組団体では搾油した菜種油を食品として利用・販売し、廃食油の

国庫補助 （改善傾向）回収を行い、バイオディーゼル燃料を製造した。その燃料を使用
↘：全体として厳しいしてイベントでのトラクター体験乗車を行った。また、イベント
状況（悪化傾向）県単独 での菜種油販売などにより、地域の活性化や資源循環サイクルの

→：横ばいの傾向啓発を図ることができた。

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える事業は終了したが、活動を継続している団体同士が連携を図り
円 Ｂ：部分的見直しが千 情報交換等ができるよう支援したい。

必要
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析指標の推移

目標年次2011 2012 2013 2014 2015

延べ団体取組数 １０ １０ 目標１０団体達成
平成２３年度：２団体

作付面積 １７５ １１４ 平成２４年度：１団体



■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

食品資源 ｄ 生ごみ（事業系、家庭系） ごみ焼却熱の有効利用が図られ、石油代替ｴ
１０

のリサイクル推進 ﾈﾙｷﾞｰ、ｴﾈﾙｷﾞｰの安定確保、環境保全に貢献

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】発電事業による 【現状認識・課題】
バイオマス利用

Ａ：状況の変化等によ高浜発電所は、高崎市が運営する一般廃棄物焼却施設「高浜クリ
り必要性が増大しーンセンター」から２２５℃の蒸気を受け入れバイオマス発電を
ている〔実施予定年度〕 行い、環境に優しいエネルギーの供給に貢献している。

Ｂ：従前どおりの必要
性が求められてい平成 年 月～8 11
る

Ｃ：状況の変化等によ
り必要性は後退し（担当課）
ている発電課

Ｄ：目的を達成し、必
要性は薄れている

【 】【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度

Ａ：予定を上回る効果高浜発電所は、隣接する高浜クリーンセンターのごみ焼却熱を利
用したスーパーごみ発電所として平成 年 月より運開し、バイ8 11

Ｂ：ほぼ予定通りの効オマスを含むごみ焼却熱の有効利用を図ることを目的としている。
果

Ｃ：予定を下回る効果

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に1,020,646 14,442 MW２３年度ﾊﾞｲｵﾏｽ発電量 ｈ
向かっている２４年度ﾊﾞｲｵﾏｽ発電量 ｈ14,573 MW

国庫補助 （改善傾向）ほぼ前年度と同等の発電量を達成し、事業効果を上げている。
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える事業の継続を予定。
円 H24年度決算額とH25年度予算額の差は、H24年10月よりｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ休 Ｂ：部分的見直しが379,321千 ※

止によるもの （但し、蒸気ﾀｰﾋﾞﾝは継続） 必要。
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析

指標の推移

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
年度25

発電量( ｈ) 横ばいの傾向MW 14,442 14,573 15,813

別紙３



別紙３

■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

排水資源Ⅰ ａ 市町村が実施する下水道整 市町村が計画的に管渠の整備を行えるよう支
１１

備の支援 援します。

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ・市町村下水道の整備促進
り必要性が増大し
ている

Ｂ：従前どおりの必要市町村下水道費補
性が求められてい助
る

Ｃ：状況の変化等によ
り必要性は後退し
ている

Ｄ：目的を達成し、必平成２１年～
要性は薄れている平成２５年

【 】【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度
（担当課）

Ａ：予定を上回る効果下水環境課 ・市町村が実施する下水道の管渠整備費補助

Ｂ：ほぼ予定通りの効
果

Ｃ：予定を下回る効果

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に101,900 ・前橋市ほか２１市町村で実施
向かっている

国庫補助 （改善傾向）
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える・前橋市ほか２１市町村で実施
円 Ｂ：部分的見直しが93,856 千

必要
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析指標の推移

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
91.7%汚水処理人口普及

率（％） 年度74.3 74.9 2022
59.7%下水道処理普及率

（％） 年度50.0 50.5 2022



■群馬県バイオマス活用推進計画進捗点検調査票（事業別個票）■

平成 年度調査対象年度 ２４

Noバイオマスの種別 取組方針 個票

排水資源Ⅱ ａ 計画的な資源循環施設の設 農業集落排水施設で発生する汚泥を利用でき
置や更新を支援 るように、資源循環施設の設置や更新を支援 １２

します。

（１）事業の実施状況

事 業 名 事 業 概 要 事業評価

【施策の必要性】【現状認識・課題】

Ａ：状況の変化等によ・新規事業推進による農村の生活環境の改善と資源循環の推進
り必要性が増大し・既存施設の計画的更新と資源循環の推進
ている

Ｂ：従前どおりの必要農業集落排水事業
性が求められてい
る

Ｃ：状況の変化等によ
り必要性は後退し
ている昭和 年～54

Ｄ：目的を達成し、必
要性は薄れている

（担当課）
【 】下水環境課 【事業のねらい・具体的内容】 目標に対する貢献度

Ａ：予定を上回る効果・施設の新設、更新に併せて資源循環施設を設置・更新し、資源
循環を促進する。

Ｂ：ほぼ予定通りの効
果

Ｃ：予定を下回る効果

Ｄ：現時点で判断でき
ない

【成果･活動指標の傾【２４年度事業実績とその効果】
〔H24年度決算額〕 向評価】

千円 ↗：全体として目標に269,158 ・８地区で事業実施(新規４地区・継続４地区)
向かっている・うち２地区が事業完了

国庫補助 （改善傾向）
↘：全体として厳しい
状況（悪化傾向）県単独

→：横ばいの傾向

【 】【今後の方針】 施策の手法・効率性
〔H25年度予算額〕

Ａ：概ね妥当と考える・１０地区の事業実施(新規４地区・継続６)
円 Ｂ：部分的見直しが211,544 千

必要
国庫補助 Ｃ：大幅な見直しが

必要
Ｄ：廃止・休止の方向県単独

（２）成果（活動）指標・関連データの推移

目標
指 標 名 傾向・要因分析指標の推移

目標年次2011 2012 2013 2014 2015
年度95.2% 2012

整備率 年度 汚水処理計画の見直し81.6 95.5 2015

別紙３


